
滝沢市に建設工事請負契約競争入札参加資格を申請する方へ 

 

１ 資格要件について 

（１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）（以下、「法」という。）第３条第１項の規定によ

る建設業の許可を受けていること。 

（２）法第７条第２号イ、ロ、若しくはハまたは第１５条第２号イ、若しくはハのいずれかに

該当する常勤の技術者がいること。 

（３）法第２７条の２３第１項の規定による審査を受け、経営規模等評価結果通知書・総合評

定通知書（以下、「総合評定通知書」という。）に総合評定値と完成工事高（年平均）に数

値があること。 

 

２ 欠格要件 

（１）経営事項審査の総合評定値通知書において、申請する業種に対応した完成工事高がない

場合（完成工事高が「０」の場合を含む） 

（２）競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（３）法第２８条第３項の規定による営業停止の処分を現に受けている者 

（４）市税並びに法人税，所得税，消費税及び地方消費税を滞納している者 

（５）役員等（代表役員等及び一般役員等をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう）と密接な関係を有するなど、工事の請負契約の相手方として不適当である

と認められる者 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手続き開始

の申立てをしたなど、経営状況が著しく不健全であると認められる者 

（７）滝沢市営建設工事競争入札参加資格要綱（平成１５年告示第２４号）（以下、「要綱」と

いう。）第８条第１項の規定により資格者名簿から抹消され、その抹消された資格者認定

の有効期限が経過していない者 

（８）要綱第９条の規定により指名停止の措置を受け、その指名停止の期間を経過していない

者 

（９）資格審査申請書またはその添付書類に虚偽の掲載をし、又は重要な事実について記載し

なかった者 

 

３ 注意事項 

滝沢市小規模修繕、工事等契約希望者に登録している者が、本申請を行う場合は、名簿登載

した時点で、滝沢市小規模修繕、工事等契約希望者の登録を取り消します。 

 

４ 資格審査結果の通知 

令和４年４月上旬に書面により通知します。 



 

５ 申請受付工種 

建設業法第２条第１項に係る別表に基づく 29工種になります。 

なお，滝沢市では，土木一式工事，建築一式工事，電気工事，管工事の４工種について格付

を行います。 


